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－１－ 

令和５年第４回鳴沢村議会定例会会議録 

令和５年１２月１４日、鳴沢村議会定例会は鳴沢村役場に招集され

た。 

１、応招議員 

   １番 三 浦 秀 康     ２番 渡 辺 永 幸 

   ３番 渡 辺 辰 也     ４番 三 浦 雄一郎 

   ５番 土 屋 文 明     ６番 渡 辺 次 男 

   ７番 三 浦 直 樹     ８番 小 林 昭 一 

   ９番 渡 邊 明 雄    １０番 渡 辺 正 人 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

 応招議員に同じ。 

４、欠席議員 

 なし。 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林茂澄 教育長 渡辺厚子 

 総務課長 三浦寿得 税務課長 清水千恵 

 企画課長 渡邉英博 福祉保健課長 渡邉 積 

 住民課長 小林昭博 振興課長 小林昌信 

 教育課長 木暮富人 会計管理者 梶原 充 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 三浦進一 

 議会事務局書記 渡辺栄一 

７、会議事件 

 議案第３５号 鳴沢村職員給与条例の一部を改正する条例を定め 

        る件 
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 議案第３６号 鳴沢村防犯カメラの設置及び維持管理条例の一部 

        を改正する条例を定める件 

 議案第３７号 鳴沢村個人情報保護法施行条例の一部を改正する 

        条例を定める件 

 議案第３８号 鳴沢村議会の個人情報の保護に関する条例の一部 

        を改正する条例を定める件 

 議案第３９号 鳴沢村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事 

        業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

        する条例を定める件 

 議案第４０号 鳴沢村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

        を定める件 

 議案第４１号 鳴沢村簡易水道事業の設置等に関する条例を定め 

        る件 

 議案第４２号 令和５年度鳴沢村一般会計補正予算（第４号） 

 議案第４３号 令和５年度鳴沢村国民健康保険特別会計補正予算 

        （第１号） 

 議案第４４号 令和５年度鳴沢村簡易水道事業特別会計補正予算 

        （第１号） 

 議案第４５号 令和５年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算（第 

        ２号） 

 議案第４６号 令和５年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予 

        算（第１号） 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  議案第３５号 鳴沢村職員給与条例の一部を改正す 

              る条例を定める件 
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 日程第５  議案第３６号 鳴沢村防犯カメラの設置及び維持管 

              理条例の一部を改正する条例を定め 

              る件 

 日程第６  議案第３７号 鳴沢村個人情報保護法施行条例の一 

              部を改正する条例を定める件 

 日程第７  議案第３８号 鳴沢村議会の個人情報の保護に関す 

              る条例の一部を改正する条例を定め 

              る件 

 日程第８  議案第３９号 鳴沢村特定教育・保育施設及び特定 

              地域型保育事業の運営に関する基準 

              を定める条例の一部を改正する条例 

              を定める件 

 日程第９  議案第４０号 鳴沢村国民健康保険税条例の一部を 

              改正する条例を定める件 

 日程第１０ 議案第４１号 鳴沢村簡易水道事業の設置等に関す 

              る条例を定める件 

 日程第１１ 議案第４２号 令和５年度鳴沢村一般会計補正予算 

              （第４号） 

 日程第１２ 議案第４３号 令和５年度鳴沢村国民健康保険特別 

              会計補正予算（第１号） 

 日程第１３ 議案第４４号 令和５年度鳴沢村簡易水道事業特別 

              会計補正予算（第１号） 

 日程第１４ 議案第４５号 令和５年度鳴沢村介護保険特別会計 

              補正予算（第２号） 

 日程第１５ 議案第４６号 令和５年度鳴沢村後期高齢者医療特 

              別会計補正予算（第１号） 

 日程第１６ 一般質問 
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◎議長挨拶 

議長（渡辺正人君） 令和５年第４回定例会に先立ちましてご挨拶

を申し上げます。 

  今年も師走となり、あと僅かとなりましたが、振り返りますと、

今年の夏の猛暑による影響は大きく、特産品の高原野菜も日照

りにより高温障害が発生したり、小学校でも熱中症対策に大変

苦労されたと伺っています。実際に７月で３０度を超えた真夏

日は月の３分の２に当たる２０日間、３３度以上の猛暑日は、

過去の平均２日に対して４倍の８日も観測されました。また、

最高気温も１０年前より約１度ほど高くなり、温暖化はこの鳴

沢村でも例外ではないと実感した年でありました。 

  そして、近年、欧州で発生している熱波では、フランスで４２．

４度、スペインで４３．６度など、猛暑を超える気温を観測し、

甚大な健康被害が発生しています。 

  そのような中、国も熱中症や熱波に備えて政策を打ち出してい

ます。気候変動適応法を改正し、熱中症の危険が高い場合など、

国民に注意を促す特別警戒情報を法定化することや、熱中症対

策推進事業により、クーリングシェルターとして公民館などに

エアコンなどを設置して緊急時の避難場所とするなど、熱中症

対応、熱波対策に乗り出しています。 

  鳴沢村においても、体育館などの運動施設の利用者に対する熱

中症予防と夏に避難所として使用する場合も想定して、今後検

討する必要があると考えています。議員各位のご意見を伺いな

がら、全員協議会に諮り、施策を検討してまいりたいと思いま

すので、皆様のご協力をお願いいたします。 

  さて、今回の定例会も１２件の議案が提出されています。慎重

審議いただきますようお願い申し上げまして、挨拶とさせてい

ただきます。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午後 ２時３０分 

議長（渡辺正人君） ただいまから、令和５年第４回鳴沢村議会定

例会を開会いたします。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

議長（渡辺正人君） ここで、村長より定例会招集に際しての挨拶

を受けます。鳴沢村長 小林茂澄君。 

村長（小林茂澄君） 年末のお忙しい中、皆様にはお集まりいただ

きましてありがとうございます。 

  師走というだけあって誰もが忙しい、せわしない時間を送って

いることだと思います。 

  ウクライナ戦争の影響、また、円安による影響によって物価の

高騰を招いており、その上昇の勢いはとどまることを知りませ

ん。また、政治資金パーティーの収入の一部を裏金化したとい

う問題で、現政権は揺れに揺れている状態です。この不安定な

状況の中ではありますが、村内の事業は着々と進めていかなけ

ればならないと思っております。 

  今定例会では、条例に関するものが７件、補正予算に関するも

のが５件となっております。ご審議の上、承認していただきた

くお願い申し上げて、私の挨拶といたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（渡辺正人君） これより日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（渡辺正人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

渡辺永幸君、渡辺辰也君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（渡辺正人君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  はじめに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育

長に対し、説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配布し

たとおり、説明員の報告がありましたので、ご了承願います。 

  次に、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第３項の規定

による、例月現金出納検査の結果について、お手元に配布した

とおり報告がありました。報告書の内容については、朗読を省

略させていただきます。 

  次に、町村議会議長会議が山梨県自治会館において１１月２１

日に第３回が開催されました。審議結果については、お手元に

配布しておりますので、朗読を省略いたします。 

  次に、議員派遣については、お手元に配布したとおりでありま

す。ご出席いただいた議員各位には、大変ご苦労さまでした。 

  次に、地方自治法第１９９条の規定による令和５年度定例監査

について、監査委員から監査結果の報告を求めます。監査委員

 三浦直樹君。 

監査委員（三浦直樹君）  

  地方自治法第１９９条第２項及び同条第４項の規定に基づき実

施しました定例監査について報告いたします。 

  １１月１５日及び１６日の２日間、代表監査委員の梶原 実氏

及び私で、事業の執行状況、補助金交付事務、入札事務の３項

目について定例監査を行いました。 
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  事業執行状況については、令和５年度における全２５０項目の

うち、１００万円以上、かつ１０月１３日現在で執行率が５

０％を下回る事業を抽出し、その中の２０事業を対象として、

事業執行状況調査票により所属長から資料を求め、説明を聴取

する方法で審査しました。 

  補助金交付事務については、令和４年度一般会計において、１

補助事業者について５０万円以上の補助金を交付しているうち

の３事業を対象とし、所属長から補助金交付申請書及び交付決

定通知などの一連の書類の提出を求めて説明を聴取し、鳴沢村

補助金等交付規則などに基づいて、交付事務が適正に行われて

いるか審査しました。 

  入札事務については、令和５年度において、１０月末日までに

執行された８件の入札を対象とし、一連の書類の提出を求める

とともに総務課長より説明を聴取し、鳴沢村財務規則等に基づ

いて、事務が適正に行われているか審査しました。 

  この定例監査の結果につきましては、同条第９項及び鳴沢村監

査基準第１４条第１項の規定により、１１月２５日付で村長及

び議長へ報告書を提出しております。 

  詳細につきましては、過日、議長名で同報告書の写しが全議員

に配布されておりますので、説明は省略させていただきます。 

  以上で定例監査の報告を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で定例監査の結果報告を終わります。 

  次に、令和５年第３回定例会において議決した各委員会の閉会

中の継続調査の報告を求めます。議会運営委員長 小林昭一君。 

議会運営委員長（小林昭一君）  

  議会運営委員会の閉会中の継続調査について報告をさせていた

だきます。 

  令和５年第３回定例会において、本会議の会期日程等、議会の
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運営に関する事項について、継続調査を要する旨を議長に対し

申し出、９月２２日の本会議において議決された件についての

報告であります。 

  １２月１日の午後１時３０分及び７日の午後２時より、議員控

室において委員会を招集いたしました。 

  両日ともに、委員全員と議長、説明のために総務課長、職務の

ために議会事務局長及び書記の出席がありました。 

  まず、１２月１日の委員会で申し合わせた事項については、次

の３項目です。 

  １、会期は１２月１４日より１２月２１日までの８日間とし、

詳細は配布済みの会期日程表のとおりとすること。 

  ２、議案の各委員会付託は配布済みの議案付託表のとおりとす

ること。 

  ３、一般質問通告期限は、１２月５日正午までとすること。 

  以上であります。 

  次に、１２月７日の委員会で申し合わせた事項については、次

の１項目です。 

  １、５日正午に通告が締め切られた３名３件の一般質問通告書

の取扱いについて、議長に提出された通告書の件数どおりに本

会議で全ての一般質問を行うことが妥当という答申を議長に行

うこと。 

  以上であります。 

  以上で、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての報告を

終了いたします。 

議長（渡辺正人君） 次に、総務教育厚生常任委員長 土屋文明君。 

総務教育厚生常任委員長（土屋文明君）  

  総務教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査について報告をさ

せていただきます。 
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  令和５年第３回定例会において、所管事務の調査について継続

調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２２日の本会議にお

いて議決された件についての報告であります。 

  １２月７日午後３時より、議員控室において委員会を招集いた

しました。 

  委員全員と、職務のために議会事務局長及び書記の出席があり

ました。 

  招集に係る事件は、議会からの要望事項等の進捗調査について

の１件です。 

  過去４年間における村への議会からの要望事項や総務教育厚生

常任委員会が座談会で住民より伺った要望事項について、各委

員が調査した結果を持ち寄り、協議を行った結果、今後委員会

として取り組むべき事案について、整理、検討いたしました。 

  以上で、総務教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査について

の報告を終了いたします。 

議長（渡辺正人君） 次に、建設産業経済常任委員長 渡辺永幸君。 

建設産業経済常任委員長（渡辺永幸君）  

  建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を

させていただきます。 

  令和５年第３回定例会において、所管事務の調査について継続

調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２２日の本会議にお

いて議決された件についての報告であります。 

  １２月１日午後２時３０分より、議員控室において委員会を招

集いたしました。 

  委員３名と議長、会議事件説明のため教育課長及び教育課職員

１名、振興課長及び振興課職員２名、職務のため議会事務局長

及び書記の出席がありました。 

  招集に係る事件は、小学校キュービクル及び空調設備設置工事
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について、令和６年度に予定している道路工事等について、山

下商事の住民説明会に係る報告についての３件です。 

  会議ではまず、教育課より、本定例会で補正予算要求している

小学校エアコン設置工事について、計画内容の説明を受けまし

た。 

  次に、振興課より、来年度予定している村の工事等についての

計画内容について説明を受けました。 

  続いて、１０月６日に開催された山下商事の住民説明会に係る

報告を行いました。 

  以上で、建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査について

の報告を終了いたします。 

議長（渡辺正人君） 次に、広報常任委員長 渡邊明雄君。 

広報常任委員長（渡邊明雄君）  

  広報常任委員会の閉会中の継続調査について報告させていただ

きます。 

  令和５年第３回定例会において、所管事務の調査について継続

調査を要する旨を議長に対し申し出、９月２２日の本会議にお

いて議決された件についての報告であります。 

  １０月２０日午後３時より、議員控室において広報常任委員会

を開催いたしました。 

  委員全員と議長、職務のために議会事務局長及び書記の出席が

ありました。 

  招集に係る事件は、鳴沢村議会だより第５４号（案）について

の１件です。 

  既にご覧いただいていると思いますが、議会だより第５４号に

ついて、レイアウト、記事内容等について協議し、先月１１月

１日に配布をいたしました。 

  今回の議会だよりでは、村民体育祭りでの聖火ランナーを表紙
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にし、令和４年度決算認定の記事をトップ項目とし、議会から

村長へ要望書を提出した件についても特集として掲載いたしま

した。 

  以上で、広報常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を

終了いたします。 

議長（渡辺正人君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 

議長（渡辺正人君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月２１日までの８日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会

期は、本日から１２月２１日までの８日間と決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第３５号 鳴沢村職員給与条例の一部を改 

             正する条例を定める件 

議長（渡辺正人君） 日程第４、議案第３５号鳴沢村職員給与条例

の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長

 三浦寿得君。 

総務課長（三浦寿得君） 議案第３５号鳴沢村職員給与条例の一部

を改正する条例を定める件についてご説明申し上げます。 

  令和５年８月７日付の人事院勧告及び一般職の国家公務員の給

与改定、山梨県職員の給与改定等を考慮し、本村職員の給料、

特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、初任給調整手当、期

末手当及び勤勉手当の改定を行う必要があるため、鳴沢村職員
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給与条例の一部を改正するものであります。 

  はじめに、字句等の軽微な内容につきましては、説明を省略さ

せていただきますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

  １ページから２ページをご覧ください。 

  条例第２条及び第１２条の２において、特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当の規定を整備し、新型インフルエンザ等対策

特別措置法第２６条の８に基づき、他の自治体から派遣を受け

た場合に、本村が派遣された職員に対して支給する特定新型イ

ンフルエンザ等対策派遣手当を支給するために、所要の改正を

するものであります。 

  同じく、１ページから２ページをご覧ください。 

  人事院勧告に基づき、条例第９条の２を改正することにより、

初任給調整手当の支給限度額を引き上げ、所要の改正を行うも

のであります。 

  ３ページから５ページをご覧ください。 

  条例第１６条第２項の期末手当及び条例第１７条第２項の勤勉

手当については、民間の給与・賞与支給割合に見合うように引

き上げ、所要の改正を行うものであります。 

  条例第１６条第２項を改正することにより、期末手当を一般職

員においては１．２月から１．２５月に、特定幹部職員におい

ては１．０月から１．０５月に、定年前再任用短時間勤務職員

においては０．６７５月から０．７０月に、定年前再任用短時

間勤務特定幹部職員においては０．５７５月から０．６０月に

改正するものであります。 

  次に、条例第１７条第２項を改正することにより、勤勉手当を

一般職員においては１．０月から１．０５月に、特定幹部職員

においては１．２月から１．２５月に、定年前再任用短時間勤
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務職員においては０．４７５月から０．５０月に、定年前再任

用短時間勤務特定幹部職員においては０．５７５月から０．６

０月に改正するものであります。 

  これらの改正により、令和５年度１２月期の一般職及び特定幹

部職員における期末勤勉手当は、２．２月から２．３月へ０．

１０月分の増額となり、令和５年度の期末勤勉手当の合計は年

間で４．５月分となります。 

  ６ページから１１ページをご覧ください。 

  行政職給料表及び看護・保健職給料表を国家公務員の俸給表に

準じて改めるものであります。 

  若年層が在職する号給に重点を置き、そこから改定率を逓減さ

せる形で、全級・全号給について全体で１．３％の引上げ改定

となります。これに伴い、初任給については、大卒初任給を１

万１，０００円、高卒初任給を１万２，０００円それぞれ引き

上げます。 

  以上、第１条の改正につきましては、公布の日から施行します

が、給与改定については、令和５年４月１日から遡及適用とな

り、賞与に関係する条例第１６条第２項及び条例第１７条第２

項の改正については、令和５年１２月１日から適用となります。 

  続きまして、１２ページから１４ページをご覧ください。 

  第２条の改正内容は、第１条により引上げを行った期末手当及

び勤勉手当について、６月期、１２月期合わせて０．１０月分

の増額となるように改正を行うものであり、令和６年４月１日

から施行するものであります。 

  条例第１６条第２項を改正することにより、期末手当を一般職

員においては１．２５月から１．２２５月に、特定幹部職員に

おいては１．０５月から１．０２５月に、定年前再任用短時間

勤務職員においては０．７月から０．６８７５月に、定年前再
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任用短時間勤務特定幹部職員においては０．６０月から０．５

８７５月に改正するものであります。 

  条例第１７条第２項を改正することにより、勤勉手当を一般職

員においては１．０５月から１．０２５月に、特定幹部職員に

おいては１．２５月から１．２２５月に、定年前再任用短時間

勤務職員においては０．５０月から０．４８７５月に、定年前

再任用短時間勤務特定幹部職員においては０．６０月から０．

５８７５月に改定されます。 

  第２条の改正により、令和６年度６月期の一般職及び特定幹部

職員における期末勤勉手当は２．３月から２．２５月へ０．０

５月分の減額となり、令和６年度の期末勤勉手当の合計は年間

で４．５月分となります。 

  以上で、議案第３５号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第３５号を採決いたします。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第３６号 鳴沢村防犯カメラの設置及び維 

             持管理条例の一部を改正する条 

             例を定める件 

議長（渡辺正人君） 日程第５、議案第３６号鳴沢村防犯カメラの

設置及び維持管理条例の一部を改正する条例を定める件を議題

といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長

 三浦寿特君。 

総務課長（三浦寿得君） 議案第３６号鳴沢村防犯カメラの設置及

び維持管理条例の一部を改正する条例を定める件について、提

案理由をご説明申し上げます。 

  本年９月補正予算により、小学校、保育所等の防犯カメラ設置

の予算が可決され、整備を進めているところでありますが、防

犯カメラを設置する施設が増えることに伴う防犯カメラ設置表

示の整理及び防犯カメラの画像が個人情報に該当することに伴

う取扱規定の追加が必要となるため、本条例の一部を改正する

ものであります。 

  改正内容は、第５条中「、管理責任者の氏名」の削除でありま

す。管理責任者の氏名につきましては、鳴沢村防犯カメラの設

置及び維持管理条例施行規則にて規定しておりますので、削除

するものであります。 

  次に、第９条として、「画像に関する取扱いは、この条例に定

めるもののほか、個人情報の保護に関する法律及び鳴沢村個人
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情報保護法施行条例の規定によるものとする。」という一条を

追加し、第９条を第１０条とするものであります。 

  なお、附則として、施行期日は公布の日からとするものであり

ます。 

  以上で、議案第３６号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第３６号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第３７号 鳴沢村個人情報保護法施行条例 

             の一部を改正する条例を定める 

             件 
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◎日程第７ 議案第３８号 鳴沢村議会の個人情報の保護に 

             関する条例の一部を改正する条 

             例を定める件 

議長（渡辺正人君） 日程第６、議案第３７号鳴沢村個人情報保護

法施行条例の一部を改正する条例を定める件及び日程第７、議

案第３８号鳴沢村議会の個人情報の保護に関する条例の一部を

改正する条例を定める件の２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長

 三浦寿特君。 

総務課長（三浦寿得君） 議案第３７号鳴沢村個人情報保護法施行

条例の一部を改正する条例を定める件及び議案第３８号鳴沢村

議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を定

める件について、提案理由をご説明申し上げます。 

  議案第３７号から３８号までの議案に関しましては、共通の改

正に係るものですので一括説明とさせていただきます。 

  本２議案につきましては、開示請求の実費費用等を条例上、細

則を参照するように規定しておりましたが、他市町村の制定等

の実情を踏まえて、細則に代わり、規則として本年３月に規則

制定したところであります。このことから、条例上の引用規則

の整合性をとるための所要の改正を行う必要があるため、条例

の一部を改正するものであります。 

  以上で、議案第３７号から議案第３８号の提案理由の説明を終

わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 
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  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論を行います。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第３７号及び議案第３８号の２件を一括して採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、議案第３７号

及び議案第３８号の２件は原案のとおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第３９号 鳴沢村特定教育・保育施設及び 

             特定地域型保育事業の運営に関 

             する基準を定める条例の一部を 

             改正する条例を定める件 

議長（渡辺正人君） 日程第８、議案第３９号鳴沢村特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。住民課長 

小林昭博君。 

住民課長（小林昭博君） 議案第３９号鳴沢村特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を定める件について、提案理由をご説明申し
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上げます。 

  今回の改正については、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基

準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府

令（令和５年内閣府令第６７号）により、所要の改正を行うも

のであります。 

  議案の１ページをご覧ください。 

  第３６条第３項につきましては、特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）において読替規定

を追加する改正が行われたため、これに準拠して改正を行うも

のであります。 

  附則としまして、本条例は公布の日から施行するものでありま

す。 

  以上で、議案第３９号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（渡辺正人君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第３９号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第４０号 鳴沢村国民健康保険税条例の一 

             部を改正する条例を定める件 

議長（渡辺正人君） 日程第９、議案第４０号鳴沢村国民健康保険

税条例の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。住民課長 

小林昭博君。 

住民課長（小林昭博君） 議案第４０号鳴沢村国民健康保険税条例

の一部を改正する条例を定める件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康

保険法等の一部を改正する法律が公布され、国民健康保険法施

行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部改正により、出産す

る被保険者に係る国民健康保険税の免除措置について定めるも

のであります。 

  改正点についてご説明申し上げます。 

  １ページ、第２２条第３項をご覧ください。 

  こちらにつきましては、出産被保険者がある場合、当該世帯主

に賦課する国民健康保険税の出産被保険者に係る所得割額及び

均等割額から、次の各号に掲げる区分、基礎課税額、後期高齢

者支援金等課税額、介護納付金課税額となりますが、これらの

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額することにつ
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いて定めるものであり、減額の期間は、単胎妊娠の場合は、出

産予定日が属する月の前月から出産予定日が属する月の翌々月

までの計４ヶ月間の期間となり、多胎妊娠の場合は、出産予定

日が属する月の３ヶ月前から出産予定日が属する月の翌々月ま

での計６ヶ月分の期間となります。 

  次に、３ページ下段の第２３条の４をご覧ください。 

  こちらについては、第２２条第３項に該当する場合の届出に関

する事項について定めるものであります。 

  附則として、この条例は、令和６年１月１日から施行し、この

条例による改正後の規定は、令和５年分の国民健康保険税のう

ち、令和６年１月以降の期間に係るもの及び令和６年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民

健康保険税のうち、令和５年１２月以前の期間に係るもの及び

令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

によるものとするものであります。 

  以上で、議案第４０号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４０号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第４１号 鳴沢村簡易水道事業の設置等 

              に関する条例を定める件 

議長（渡辺正人君） 日程第１０、議案第４１号鳴沢村簡易水道事

業の設置等に関する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。振興課長 

小林昌信君。 

振興課長（小林昌信君） 議案第４１号鳴沢村簡易水道事業の設置

等に関する条例を定める件についてご説明申し上げます。 

  本案は、令和６年４月１日から公営企業会計に移行する簡易水

道事業について、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令の

規定等を適用するにあたり、新たに条例を制定するものでござ

います。 

  条例に関しまして、要点を絞って説明させていただきます。 

  １ページをご覧ください。 

  第１条については、この条例の趣旨の記載があります。 

  第２条では、設置についての規定になります。 

  第３条、法の規定範囲の適用についての記載になります。 

  第４条、経営の基本については、企業としての運営の在り方を

記載してあります。 

  第５条、重要な資産の取得及び処分についての規定ですが、法
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に基づき、予算で定めなければならない資産の取得及び処分に

ついては、７００万円以上の不動産もしくは動産の買入れ、も

しくは譲渡などとしてございます。この金額については、地方

公営企業法施行令第２６条の３の規定により、町村の基準額を

参考に設定してあります。 

  第６条、議会の同意を要する賠償責任の免除についてですが、

議会の同意を得なければならない規定を１０万円以上としてあ

ります。 

  第７条、議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等ですが、

地方自治法の適用外となることから、この条例で規定するもの

です。 

  第８条、会計事務について、公金の収納、保管など、会計事務

をこれまでどおり会計管理者が行うこととしたため、会計管理

者が行う権限を規定したものであります。 

  ２ページをご覧ください。 

  第９条、業務状況説明書類の作成ですが、法第４０条の２第１

項の規定により、毎年２回以上の経営状況説明書類の作成が必

要となっています。 

  最後に、附則についてですが、この条例の施行日を令和６年４

月１日とし、これにより、鳴沢村簡易水道事業特別会計から鳴

沢村簡易水道事業に移行することとなります。 

  以上で、議案第４１号の提案理由の説明を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ



－２４－ 

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４１号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第４２号 令和５年度鳴沢村一般会計補 

              正予算（第４号） 

◎日程第１２ 議案第４３号 令和５年度鳴沢村国民健康保 

              険特別会計補正予算（第１ 

              号） 

◎日程第１３ 議案第４４号 令和５年度鳴沢村簡易水道事 

              業特別会計補正予算（第１ 

              号） 

◎日程第１４ 議案第４５号 令和５年度鳴沢村介護保険特 

              別会計補正予算（第２号） 

◎日程第１５ 議案第４６号 令和５年度鳴沢村後期高齢者 

              医療特別会計補正予算（第１ 

              号） 

議長（渡辺正人君） 日程第１１、議案第４２号令和５年度鳴沢村
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一般会計補正予算（第４号）から日程第１５、議案第４６号令

和５年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）ま

での５件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。 

  鳴沢村長 小林茂澄君。 

村長（小林茂澄君） 議案第４２号令和５年度鳴沢村一般会計補正

予算（第４号）から議案第４６号令和５年度鳴沢村後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）の５件につきまして、提案理

由をご説明申し上げます。 

  令和５年度の各会計歳入歳出予算の総額に、緊急を要するもの

として新たに２億８，１２２万１，０００円を追加し、一般会

計並びに特別会計予算の総額を３５億８，９８１万８，０００

円とするものであります。 

  一般会計の主な歳出の概要につきましては、小学校管理運営費

１億３，６５２万１，０００円、電力・ガス・食料品等価格高

騰重点支援給付金支給事業２，３８８万７，０００円、ふるさ

と納税推進事業８５８万８，０００円などで、早急に対応しな

ければならないものとして計上しております。 

  これらの事業実施に係る財源として、村債１億６００万円、普

通交付税６，７１１万２，０００円、国庫支出金３，５１８万

円、前年度からの繰越金４９０万９，０００円などを見込んで

おります。 

  なお、地方自治法第２１３条第１項の規定による繰越明許費と

して、戸籍住民基本台帳費３６０万３，０００円、小学校管理

運営費１億３，６５２万１，０００円、鳴沢小学校創立１５０

周年記念事業１４３万円を令和６年度へ繰越しできるものとし

て設定するものであります。 

  簡易水道事業特別会計につきましては、令和６年度から公営企
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業会計へ移行することに伴い、簡易水道運営調整基金２，４２

８万円を取り崩す必要があるため、予備費として計上するもの

であります。 

  介護保険特別会計の主な歳出の概要につきましては、国庫支出

金等償還事業３，５５４万９，０００円などで、国・県・支払

基金からの負担金、補助金、交付金の翌年度精算による返還金

として計上しております。 

  事業実施に係る財源として、繰越金３，５５４万９，０００円

などを見込んでおります。 

  鋭意事業を執行してまいりますので、議員各位におかれまして

も、特段のご理解、ご支援を賜りたいと存じます。 

  以上で、議案第４２号から議案第４６号までの提案理由の説明

を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第４２号から議案第４６号

までの５件については、会議規則第３６条第１項の規定により、

予算決算常任委員会に付託の上、審査することにいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 一般質問 

議長（渡辺正人君） 日程第１６、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順番に発言を許します。 

  渡辺次男君からの「水道管の耐震化への取組は」の質問を許し

ます。６番 渡辺次男君。 

６番（渡辺次男君）  

  水道管の耐震化への取組について村長に伺います。 

  １０月１８日の山日新聞１面で、水道管耐震３６％止まり、全

国平均４．４ポイント下回るというタイトルで、県内１８事業

体ごとの２１年度末の耐震適合率が報道されましたが、なぜか
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当村のデータは載っていませんでした。 

  令和４年度の当初予算の説明では、令和４年度の布設替え工事

の延長を加味して、耐震適合率は１６．７％でしたが、現在は

２０．７５％の進捗と伺っております。 

  国土強靭化計画では、２８年度末までに６０％以上にするとい

う目標を掲げています。 

  本村では、令和６年度から簡易水道事業が公営企業会計に移行

されますが、水道管の耐震化向上に向けてどのように取り組む

のか伺います。 

議長（渡辺正人君） 鳴沢村長 小林茂澄君。 

村長（小林茂澄君） 渡辺次男議員からの水道管の耐震化への取組

についての質問にお答えいたします。 

  質問にありました山日新聞の報道に当村のデータが載っていな

かったのは、計画給水人口が５，０００人以上の上水道の水道

統計の発表を記事にしていたためです。鳴沢村の計画給水人口

は３，０００人で、簡易水道となっていますので、記載されて

いませんでした。 

  水道管の更新ですが、昨年度までは、道路工事に合わせ、老朽

管の布設替えはその都度行っております。耐震化については、

平成２１年から、布設替え工事の際に耐震性の高いポリエチレ

ン管を使用して耐震化を図っております。令和５年度は、耐震

化を促進するため、道路工事に関係なく、老朽管から耐震工事

を行っております。 

  今後も、埋設年度不明の鋼管で主要な管路を抽出し、優先して

水道管の布設替え工事計画を作成し、計画的に耐震化を進めて

いく予定となっております。 

  以上で、渡辺次男議員からの質問に対する答弁とさせていただ

きます。 
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議長（渡辺正人君） 答弁を終わります。 

  渡辺次男君に申し上げます。再質問はありませんか。 

  ６番 渡辺次男君。 

６番（渡辺次男君）  

  計画的に耐震化を進めていくということですので、その進捗状

況を見える化するなどして、村民に情報発信をしていただきた

いと思います。 

  以上で質問を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で渡辺次男君の一般質問を終わります。 

  次に、「渋滞緩和対策の現状は」の質問を許します。７番 三

浦直樹君。 

７番（三浦直樹君）  

  渋滞緩和対策の現状についてお伺いします。 

  令和３年度の議会からの要望事項に、国道１３９号線で現在

徐々に進められている国道沿いの無電柱化に合わせて４車線化

を推進していただきたいと要望したところ、その回答として、

令和２年に鳴沢総合戦略策定時にアンケート調査を実施し、国

道１３９号の渋滞が頻繁に発生していることへの不満は４７．

５％、改善方法については、バイパスの新設が３５．５％、４

車線化は１４％、１３９号以外の既存村道の改善については９．

８％となっています。この結果を踏まえて、引き続き鳴沢村と

富士河口湖町で組織している国道１３９号鳴沢地内道路整備促

進期成同盟会により、国土交通省担当地区整備局の甲府河川国

道事務所長に対し、国道１３９号の渋滞対策を要望している。

渋滞対策として４車線にするのか、バイパスを造るかは国が判

断するため、渋滞緩和対策を要望しているが、毎日慢性的に渋

滞しているわけではないため、対応は難しいとの返事をいただ

きました。この件でありますが、現状はどうなっているでしょ
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うか。 

  富士山噴火など、災害時の避難道路として、また、今後鳴沢村

内に商業施設、テーマパーク、ホテル建設などの計画が立った

場合、交通面で不利益が生じないよう、先んじて整備していく

必要があると思いますが、どうでしょうか。村長にお伺いしま

す。 

議長（渡辺正人君） 答弁を求めます。鳴沢村長 小林茂澄君。 

村長（小林茂澄君） 三浦直樹議員からの渋滞緩和対策の現状につ

いての質問にお答えいたします。 

  国道１３９号の渋滞緩和対策について、質問にあるとおり、鳴

沢村と富士河口湖町で組織している国道１３９号鳴沢地内道路

整備促進期成同盟会により、甲府河川国道事務所長に対し要望

しておりますが、やはり対応は難しいという答えです。 

  そのため、１２月６日に富士・東部建設事務所や火山防災対策

室等の関係部署と勉強会を開き、通常時と観光シーズンの混雑

状況や災害時の避難方法などの意見交換を行いました。 

  今後も引き続き勉強会を開催し、渋滞緩和策だけでなく、災害

時の避難道路の整備や自転車道の整備など、広い分野で道路対

策の必要性を検討し、国道１３９号の道路対策を要望していく

予定となっております。 

  以上で、三浦直樹議員からの質問に対する答弁とさせていただ

きます。 

議長（渡辺正人君） 答弁を終わります。 

  三浦直樹君に申し上げます。再質問はありませんか。 

  ７番 三浦直樹君。 

７番（三浦直樹君）  

  仮に紅葉台周辺にテーマパークができた場合、現在の２倍以上

の車両が通行することが予想されます。広大な土地と資源を持
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つ鳴沢村であります。今後、開発が進んでいくものと思われま

す。 

  大田和交差点までの４車線が２車線となる箇所から、観光シー

ズンに激しい渋滞を引き起こす１３９号線を含む村内道路の脆

弱さが鳴沢村の弱点でもあります。４車線化、バイパスも含め、

地域活性化のため今後も繰り返し国交省に進言し、後回しにな

らないよう強く推し進めていただくことを希望します。 

  以上で質問を終わります。 

議長（渡辺正人君） 以上で三浦直樹君の一般質問を終わります。 

  次に、「当村における生成ＡＩ導入計画について」の質問を許

します。５番 土屋文明君。 

５番（土屋文明君）  

  今回の一般質問は、生成ＡＩ導入についてであります。 

  少子高齢化や人口減少が進行する社会の一方で、行政の課題は

ますます複雑・多様化していきます。行政職員の皆さんの事務

の負荷は、将来的にもっと増大することが予想されています。 

  山梨県においては、これらの課題解決に向け、今年の夏から半

年間の試行により、行政サービスの向上、会議録の作成、書面

情報の電子化、そしてＲＰＡなど、生成ＡＩの活用によって業

務の効率化が認められるとして、この１２月１日、県庁全体で

の運用がスタートしました。 

  全国の行政・自治体でのＣｈａｔＧＰＴの導入は、この１１月

末現在、既に１６８例が報告されています。 

  当村でも近い将来、生成ＡＩの活用が必須となることは自明の

理でもあります。そこで当村の生成ＡＩ導入及びそのための人

材育成等の計画について見解を伺います。 

議長（渡辺正人君） 答弁を求めます。鳴沢村長 小林茂澄君。 

村長（小林茂澄君） 土屋文明議員からの当村における生成ＡＩ導
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入計画についての質問にお答えいたします。 

  本村においても、生成ＡＩ等の新しいデジタルツールを取り入

れる必要性は理解しております。 

  ただ一方で、生成ＡＩに入力した個人情報やプライバシーに関

する情報が生成ＡＩの機械学習に利用されることがあることや、

ＡＩを利用して生成した文章等を利用する場合においては、既

存の著作物、知的財産権に係る権利を侵害することのないよう

に注意する必要があります。 

  生成ＡＩを活用する場合には、そのようなガイドラインの作成

が必要となり、国においては統一的な調達ガイドラインを作成

するとされていますが、現在は、教育分野で文部科学省が暫定

的なガイドラインを策定した段階です。国でも統一的なガイド

ラインが作成されておりませんので、本村のような小規模自治

体でも積極的に活用できるようにするためには、そのようなガ

イドラインの策定や教育などの配慮が必要かと思います。 

  今後の生成ＡＩの精度の向上等の技術革新に期待した上で、ガ

イドラインの整備等がしっかりできるようになった段階で導入

を検討したいと思います。 

  以上で、土屋文明議員からの質問の答弁とさせていただきます。 

議長（渡辺正人君） 答弁を終わります。 

  土屋文明君に申し上げます。再質問はありませんか。 

  土屋文明君。 

５番（土屋文明君） 現状のお話は伺いました。ありがとうござい

ます。 

  ガイドラインのお話が今出ましたが、このガイドラインをつく

るまでの準備をいつ頃から着手しようと考えているかお知らせ

ください。 

議長（渡辺正人君） 答弁を求めます。鳴沢村長 小林茂澄君。 
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村長（小林茂澄君） ただいまのところは、時期尚早ということで、

考えておりません。 

議長（渡辺正人君） 答弁を終わります。 

  土屋文明君に申し上げます。２回目の再質問はありませんか。 

  土屋文明君。 

５番（土屋文明君） 現在考えていないという話なんですが、先ほ

ど１６８の事例もありましたが、東京都でも、山梨県でも、同

じようなガイドラインは既につくった段階で着手していると。

東京都は、例えば今年の８月から文章生成ＡＩ利活用ガイドラ

インというのが発表されまして、これは調べれば分かるんです

が、かなり多くの、あそこは何万人かの職員ですが、そこでか

なりしっかりしたガイドラインが出ています。 

  今お話がありましたとおり、これから検討するという話なんで

すが、準備はきちっと早めにやっておかないと、現在で１６８

の市町村がやっているわけですよ。鳴沢村はそれに着手もしな

いと、どんどん後れていってしまいますので、準備だけは早め

にやって、進めていただければと思います。 

  今日の山日新聞のほうにも、山梨市内の高校のほうでＡＩの特

殊授業が昨日行われたというのがあります。また、高校２年生

のクラスでもそういうことは始まっているわけですから、同じ

ようなベクトルに行かないといけないと思いますので、しっか

り準備と検討に着手していただきたいということをお願いして、

質問を終わりたいと思います。 

議長（渡辺正人君） 以上で土屋文明君の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（渡辺正人君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 
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  議事の都合により、本会議は１２月１５日から２０日までの６

日間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本会議は１２月１５日から２０日までの６日間を

休会とすることに決定いたしました。 

  なお、本会議は１２月２１日午後３時３０分から再開いたしま

す。 

  本日は以上で散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時３１分 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

   令和５年１２月１４日 

 

     議会議長 

 

     署名議員 

 

     署名議員 
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令和５年１２月２１日再開 

１、出席議員 

   １番 三 浦 秀 康     ２番 渡 辺 永 幸 

   ３番 渡 辺 辰 也     ４番 三 浦 雄一郎 

   ５番 土 屋 文 明     ６番 渡 辺 次 男 

   ７番 三 浦 直 樹     ８番 小 林 昭 一 

   ９番 渡 邊 明 雄    １０番 渡 辺 正 人 

２、欠席議員 

 なし。 

３、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林茂澄 教育長 渡辺厚子 

 総務課長 三浦寿得 税務課長 清水千恵 

 企画課長 渡邉英博 福祉保健課長 渡邉 積 

 住民課長 小林昭博 振興課長 小林昌信 

 教育課長 木暮富人 会計管理者 梶原 充 

４、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 三浦進一 

 議会事務局書記 渡辺栄一 

５、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  議案第４２号 令和５年度鳴沢村一般会計補正予算 

              （第４号） 

 日程第４  議案第４３号 令和５年度鳴沢村国民健康保険特別 

              会計補正予算（第１号） 

 日程第５  議案第４４号 令和５年度鳴沢村簡易水道事業特別 

              会計補正予算（第１号） 
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 日程第６  議案第４５号 令和５年度鳴沢村介護保険特別会計 

              補正予算（第２号） 

 日程第７  議案第４６号 令和５年度鳴沢村後期高齢者医療特 

              別会計補正予算（第１号） 

 日程第８  委員会の閉会中の継続調査の件 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時３０分 

議長（渡辺正人君） 出席議員が定足数に達しておりますので、た

だいまから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

  これより日程に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（渡辺正人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、 

 三浦雄一郎君、土屋文明君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（渡辺正人君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  令和５年第３回定例会以降に開かれました一部事務組合議会に

関する事項の報告を求めます。報告者は、自席にて報告を行っ

てください。 

  鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合、６番 渡辺次男君。 

６番（渡辺次男君） 令和５年第３回鳴沢・富士河口湖恩賜県有財

産保護組合議会についての報告をさせていただきます。 

  ９月２１日午前１０時より招集され、会議が行われました。 

  議員１５名と、会議事件説明のために、外川健志組合長をはじ

め、事件説明のために執行部２名の出席がありました。 

  最初に人事の報告があり、富士河口湖町小立地区の古屋幹吉氏

の辞職に伴い、後任として古屋 実氏の当選が報告されました。 

  本会議においては、会期が９月２１日の１日間と決定されまし

た。 
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  会議事件は認定２件で、まず、認定第１号令和４年度鳴沢・富

士河口湖恩賜県有財産保護組合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついての件では、歳入総額１億２，１５４万６，３６６円、歳

出総額６，１１１万３，１７２円、歳入歳出差引残額６，０４

３万３，１９４円。 

  次に、認定第２号令和４年度富士スバルライン沿線美化推進協

力会会計歳入歳出決算の認定の件については、歳入総額３，３

６６万２，４６６円、歳出総額１，１９９万２，０７９円、歳

入歳出差引残額２，１６７万３８７円。 

  ２件とも、原案のとおり認定されました。 

  以上で、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会について

の報告を終了いたします。 

議長（渡辺正人君） 次に、河口湖南中学校組合、７番 三浦直樹

君。 

７番（三浦直樹君） 河口湖南中学校組合議会についての報告をさ

せていただきます。 

  ９月２１日１４時より招集され、定例会が行われました。 

  議員１５名と、会議事件説明のために、渡辺喜久男組合長、小

林茂澄鳴沢村長をはじめ、事件説明のために執行部の出席があ

りました。 

  本会議においては、まず会期が２１日の１日間と決定されまし

た。 

  会議事件の内容としましては、選挙第１号副議長の選挙につい

て、鳴沢村 小林昭一議員が就任されました。 

  続いて追加日程として、議長辞職について、富士河口湖町 渡

辺美雄議員が退任され、さらに追加日程として、議長の選挙が

行われ、富士河口湖町 中野貴民議員が就任されました。 

  次に、議案第４号令和５年度河口湖南中学校組合一般会計補正
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予算（第２号）議定について、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３２０万円を増額し、歳入歳出の総額をそれぞれ２億

５，２４８万７，０００円とするものです。 

  続いて、認定第１号令和４年度河口湖南中学校組合一般会計歳

入歳出決算認定について、歳入合計２億７，６３０万３，６９

５円、歳出合計２億７，５００万３，６９５円で、歳入歳出差

引額１３０万円で、うち、繰越明許費繰越額０円。実質収支１

３０万円の黒字でした。 

  次に、同意第２号監査委員の選任に同意を求めることについて、

議会選出監査委員の辞職につき、大嵐地区 渡辺国春氏が就任

されました。 

  続いて、同意第３号教育委員会教育委員の任命に同意を求める

ことについて、任期満了により船津地区 渡辺君夫氏が就任、

鳴沢地区 渡辺厚子氏が再任されました。 

  いずれも原案のとおり可決されました。 

  以上で、河口湖南中学校組合議会についての報告を終了いたし

ます。 

議長（渡辺正人君） 次に、青木が原ごみ処理組合議会、３番 渡

辺辰也君。 

３番（渡辺辰也君） 青木が原ごみ処理組合議会についての報告を

させていただきます。 

  １１月１７日午前９時３０分より招集され、会議が行われまし

た。 

  議員５名と、会議事件説明のため、管理者 渡辺喜久男富士河

口湖町長、副管理者 小林茂澄鳴沢村長をはじめ、事件説明の

ために執行部７名の出席がありました。 

  本会議において、まず会期が１１月１７日の１日間と決定され

ました。 
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  会議事件は２件あります。 

  まず、組合議長選挙についての件で、本村の土屋文明氏が選任

されました。 

  次に、令和４年度青木が原ごみ処理組合一般会計歳入歳出決算

認定の件で、歳入総額４，１６５万３，０００円、歳出総額２，

８０５万２，０００円、実質収支額１，３６０万１，０００円

となり、原案のとおり認定されました。 

  以上で、青木が原ごみ処理組合議会についての報告を終了いた

します。 

議長（渡辺正人君） 次に、青木ヶ原衛生センター議会、２番 渡

辺永幸君。 

２番（渡辺永幸君） 青木ヶ原衛生センター議会についての報告を

させていただきます。 

  令和５年１１月１７日午前１１時より招集され、第２回議会定

例会が開催されました。 

  議員９名と、会議事件説明のために、管理者 渡辺喜久男富士

河口湖町長、副管理者 小林茂澄鳴沢村長をはじめ、執行部７

名の出席がありました。 

  会議事件は６件で、内容としましては、日程第１、議長より議

席の指定の報告がありました。 

  日程第２、議長から会議録署名議員の指名が行われました。 

  日程第３、会期は１１月１７日１日間と決定されました。 

  日程第４、諸般の報告としまして、辞職議員の報告が行われま

した。 

  日程第５、報告第１号令和４年度青木ヶ原衛生センター一般会

計予算事故繰越繰越計算書について、繰越額１５４万円となっ

ております。令和４年度内に処分できなかったためであります。 

  原案のとおり、可決することに決定しました。 
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  日程第６、認定第１号令和４年度青木ヶ原衛生センター一般会

計歳入歳出決算の認定について、歳入総額６，１９８万２，０

００円、歳出総額５，０４８万１，０００円、歳入歳出差引額

１，１５０万１，０００円となっております。 

  原案のとおり、可決することに決定しました。 

  以上で、青木ヶ原衛生センター議会令和５年第２回定例会につ

いての報告を終了いたします。 

議長（渡辺正人君） 次に、山梨県後期高齢者医療広域連合議会、

１番 三浦秀康君。 

１番（三浦秀康君） 山梨県後期高齢者医療連合議会の報告をさせ

ていただきます。 

  令和５年１０月３０日午後１時３０分より議員全員協議会、午

後２時より令和５年第２回定例会が行われました。 

  会議は議員２５名と、会議事件説明のために、広域連合長 上

村英司北杜市長をはじめ、執行部及び事務局１２名の出席があ

りました。 

  会議は、会議録署名議員の指名が行われ、会期は令和５年１０

月３０日１日間と決定されました。 

  次に、議長の選挙が指名推選で行われ、韮崎市 木内吉英議員

が当選人に定められました。 

  次に、承認第１号令和４年度山梨県後期高齢者医療広域連合一

般会計歳入歳出決算の認定についての件は、原案のとおり承認

することに決定されました。 

  次に、承認第２号令和４年度山梨県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件は、原

案のとおり認定されました。 

  次に、議案第９号令和５年度山梨県後期高齢者医療広域連合一

般会計補正予算の件。 
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  内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出の予算それぞれ１，９

９０万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ６億６，４９９万４，０００円とするものであります。 

  議案第９号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第１０号令和５年度山梨県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計補正予算の件。 

  内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出予算それぞれ８億６，

８９２万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１，１３８億２，０２８万５，０００円とするもの

であります。 

  議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第１１号訴訟上の和解についての件。 

  内容は、山梨県後期高齢者医療広域連合が令和４年７月に訴え

を提起した求償請求事件について、訴訟上の和解をしたいので

議会の議決を求めるものであります。 

  議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

  以上で、山梨県後期高齢者医療広域連合議会の報告を終了いた

します。 

議長（渡辺正人君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第４２号 令和５年度鳴沢村一般会計補正 

             予算（第４号） 

◎日程第４ 議案第４３号 令和５年度鳴沢村国民健康保険 

             特別会計補正予算（第１号） 

◎日程第５ 議案第４４号 令和５年度鳴沢村簡易水道事業 

             特別会計補正予算（第１号） 

◎日程第６ 議案第４５号 令和５年度鳴沢村介護保険特別 

             会計補正予算（第２号） 
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◎日程第７ 議案第４６号 令和５年度鳴沢村後期高齢者医 

             療特別会計補正予算（第１号） 

議長（渡辺正人君） 日程第３、議案第４２号令和５年度鳴沢村一

般会計補正予算（第４号）から日程第７、議案第４６号令和５

年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）までの

５件を一括して議題といたします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長 渡辺次男君。 

予算決算常任委員長（渡辺次男君） 今定例会におきまして、予算

決算常任委員会に付託された議案第４２号令和５年度鳴沢村一

般会計補正予算（第４号）から議案第４６号令和５年度鳴沢村

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）までの５議案につ

きまして、審査いたしました経過と結果についてご報告申し上

げます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い、本日開催し、付託案

件の審査を行いました。その詳細につきましては、議員全員で

構成する委員会審査でもありますので、ここで再び審査の状況、

経過について述べることは省略させていただき、審査の結果の

みをご報告申し上げます。 

  審査を行った結果、本委員会に付託された５議案について、賛

成全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 

議長（渡辺正人君） 以上で、委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は、議員

全員で構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでおりま

すので、質疑を省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４２号から議案第４６号までの５件を一括し

て採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案についての委員長報告は可決であります。 

  議案第４２号から議案第４６号までの５件は、委員長の報告の

とおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（渡辺正人君） 起立全員です。したがって、議案第４２号か

ら議案第４６号までの５件は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 委員会の閉会中の継続調査の件 

議長（渡辺正人君） 日程第８、委員会の閉会中の継続調査の件を

議題といたします。 

  議会運営委員長、総務教育厚生常任委員長、建設産業経済常任

委員長、広報常任委員長から、会議規則第７１条の規定により

委員会の閉会中の継続調査申出書が提出されております。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長
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からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（渡辺正人君） 以上で本定例会に付議された案件の審議は全

て終了しました。 

  お諮りいたします。 

  会議規則第４１条の規定による整理を議長に委任されたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（渡辺正人君） 異議なしと認めます。よって、本定例会に付

議された事件は、その整理を議長に委任することに決定しまし

た。 

  これにて、令和５年第４回鳴沢村議会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後３時４６分 
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